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Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  519,945  507,746  51,797  85,860  7,569  -  14,480  348,040 12,199 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3
万円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正 低所得 ○ ○ ○
令和６年度低所得世帯支援
（３万円・２万円）及び不足額
給付

Ⅱ．物価高の克服 ○ －  95,005  93,429  -  85,860  7,569  -  1,576

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所
得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　1,862世帯×30千円、
子ども加算　185人×20千円、、定額減税を補足する給付（う
ち不足額給付）の対象者　4,433人　(90,300千円）　　のうち
R7計画分
事務費　9,145千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料
等）　人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（1,862世帯）、定額減税
を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数（4,433人）

－ ○ － R6.12 R7.9
対象世帯に対して令和7年2月までに支給
を開始する

① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

ホームページ、広報誌等 R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の
給付費

（家計急変への横出し等・R6補正）
3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）
5 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○

物価高騰対策給付金給付事
業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別

加算

 210,456  210,456  210,456  -  4,676

①食料品の物価高騰を含む家計への影響を受けている全
住民への緊急的な経済支援。
現金給付はコロナ給付金等で実績があり、事務負担は大き
いが住民視点では電子マネーなどのなじみのない高齢者が
多い地域では合理性が高い。商品券等は引換事務等を担う
商工会が申告作業で何か月も先にしかできず、緊急的支援
が遅れるため現金給付を行う。
②町内に住所を有する者に対して、１人当たり10千円を給付
する
③事業費210,456千円
［給付金］205,780千円
　10千円×20,578人＝205,780千円
［事務費］ 4,676千円
　報　酬　会計年度任用職員（3人）809千円
　旅　費　会計年度任用職員（3人）27千円
　需用費　消耗品費200千円、印刷製本費498千円
　役務費　通信運搬費1,826千円、手数料986千円
　委託料　封入作業委託料330千円
④全町民（町内に住民登録のある者）

－ ○ － R8.1 R8.3 R8.3 全町民
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場合
は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入しL列で
当該推奨事業メニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6以降
に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してください。

6 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
特養林産物施設電気料金高
騰対策支援事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑥農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 4,200  4,200  4,200  -

①電気料金の高騰により事業経営に影響を受けているエノ
キタケ生産組合に対する支援
②生産組合の施設稼働に係る電気料金の増額分（R6-R3）
の一部（1/2）を助成
③事業費　4,200千円
［支援金］
特用林産施設電気料金高騰対策支援事業助成金　4,200千
円
・電気料金増額分8,400千円×1/2
④エノキタケ生産組合（4件）

－ － － R7.7 R8.3 支給件数4件
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

農林水産・食品
分野

広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

7 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
事業者支援事業［物価高騰
対策助成金］

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑦中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 35,172  35,172  35,172  -

①原油及び物価の高騰により事業経営に影響を受けている
町内中小企業事業者に対する支援
②１事業者につき10万円助成
③事業費　35,172千円
［支援金］
物価高騰対策支援金　35,000千円
・100千円×350件
［事務費］
役務費　109千円
・通信運搬費　148千円
　　申請案内　140円×350件
　　再通知　　　110円×150件
　　交付決定　140円×350件
・手数料　63千円
　　振込手数料　110円×350件
　　組戻手数料　660円×35件
④町内中小企業事業者（農家、金融を除く）　（350件）

－ － － R7.7 R8.3 支給件数350件
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

8 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 2割増商品券の発行 米国関税措置 ○
③消費下支
え等を通じた
生活者支援

 4,000  4,000  4,000  -

①原油及び物価の高騰により低下した消費意欲を喚起し、
町内商工業者の売り上げと利益の維持・拡大を図るために2
割増し商品券を発行する
②500円×24枚×2,000セット
③事業費　4,000千円
④商品券2,000セット

－ － － R7.7 R8.3 支給件数23件
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

換金事務取扱う商工会が町に実績報告を提出す
る。
商工会が実績報告に基づき、未換金分を町へ返
納する。

広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

9 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 原料米等価格高騰支援金 Ⅱ．物価高の克服 ○

⑦中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 5,010  5,010  5,010  -

①清酒の原材となる酒米及び菓子等に使用する米粉の価格
高騰により経営が圧迫される町内中小企業に対する支援
②［酒蔵］
令和５年と令和６年酒米の仕入合計額を比較し、増加分の３
分の１助成
※上限100万円
［酒造業以外の業種］
米粉を使用して製品化している業者を対象とし、令和５年と
令和６年米粉の仕入合計額を比較し、増加分の３分の１助
成
※上限１０万円
③事業費　5,010千円
［支援金］
酒蔵　3,000千円
・1,000千円×3件
他の業種　2,000千円
・100千円×20件
［事務費］
役務費　10千円
・通信運搬費　7千円
　　申請案内　140円×23件
　　交付決定　140円×23件
・手数料　3千円
　　振込手数料　110円×23件

－ － － R7.7 R8.3 支給件数23件
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

酒蔵 広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

10 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
高齢者の経済支援事業［物
価高騰対策］（R6補正分）

Ⅱ．物価高の克服 ○
③消費下支
え等を通じた
生活者支援

 4,932  2,645  2,645  2,287

①物価高騰対策における家計支援として、77歳以上の高齢
者に対する生活支援
②町内で使える商品券（1人あたり3千円）の発行に関する経
費
③事業費　15,412千円（交付金13,125千円（R6補正：2645千
円、R7予備費：10,480千円、一般財源2,287千円）※No.12と
同事業
［商品券］
商品券　11,940千円
・3千円×3,980人
［事務費］
需用費　644千円
・消耗品　14千円
　　ラベルシール　4,360円×3ケ
・印刷製本費　630千円
　　商品券印刷　126.5円×4,000セット
　　封筒印刷　　　30.8円×4,000セット
役務費　2,023千円
・通信運搬費　2,023千円
　　郵券代　613円×3,300件
委託料　805千円
・委託料　805千円
　　商品券取扱事務委託料　805千円
④77歳以上の高齢者（3,980人）

－ － － R7.7 R8.3 支給件数3,980件
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

換金事務取扱う商工会が町に実績報告を提出す
る。
商工会が実績報告に基づき、未換金分を町へ返
納する。

広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

11 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰に伴うひとり親家庭
支援事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 4,679  4,679  4,679

①食料品等の物価高騰の影響で生活困窮となっている児童
扶養手当を受給しているひとり親家庭に対する支援
②児童扶養手当を受給しているひとり親家庭への支援金（2
万円）
③事業費　4,679千円
［給付金］
物価高騰対策給付金　4,600千円
・20千円×230人
［事務費］
役務費　79千円
・通信運搬費　51千円
　　郵券代　110円×230件×2回
・手数料　28千円
　　振込手数料　110円×23件
　　組戻手数料　660円×3件
④児童扶養手当受給世帯（230件）

－ － － R7.7 R8.3 支給件数230件
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

低所得のひとり
親世帯への給付
金等

広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

12 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 低所得世帯給付金 Ⅱ．物価高の克服 ○

①エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
低所得世帯
支援

 91  91  91

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所
得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯で申請に時間を要する高齢者への給付金及
び事務費
③事業費91千円
［給付金］90千円
　令和６年度住民税均等割非課税世帯　3世帯×30千円
［事務費］ 1千円
　役務費　　・手数料　1千円（振込手数料　110円×3件）
④低所得世帯等で申請に時間を要する高齢者の給付対象
世帯数（3世帯）

－ ○ － R7.9 R7.10 支給件数3件
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

13 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
高齢者の経済支援事業［物
価高騰対策］（R7予備費分）

米国関税措置 ○
③消費下支
え等を通じた
生活者支援

 10,480  10,480  10,480

①物価高騰対策における家計支援として、77歳以上の高齢
者に対する生活支援
②町内で使える商品券（1人あたり3千円）の発行に関する経
費
③事業費　15,412千円（交付金13,125千円（R6補正：2645千
円、R7予備費：10,480千円、一般財源2,287千円）※No.9と同
事業
［商品券］
商品券　11,940千円
・3千円×3,980人
［事務費］
需用費　644千円
・消耗品　14千円
　　ラベルシール　4,360円×3ケ
・印刷製本費　630千円
　　商品券印刷　126.5円×4,000セット
　　封筒印刷　　　30.8円×4,000セット
役務費　2,023千円
・通信運搬費　2,023千円
　　郵券代　613円×3,300件
委託料　805千円
・委託料　805千円
　　商品券取扱事務委託料　805千円
④77歳以上の高齢者（3,980人）

－ － － R7.7 R8.3 支給件数3,980件
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

換金事務取扱う商工会が町に実績報告を提出す
る。
商工会が実績報告に基づき、未換金分を町へ返
納する。

広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

Ｃ

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

国

の

予

算

年

度

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

　

【
Ｒ

６

経

済

対

策

等

】
差

押

禁

止

法

の

対

象

範

囲

　

※

事

務

連

絡

参

照

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ
※参考

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

支援開始時期



70 

71 

72 

73 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR 

Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

Ｃ

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

国

の

予

算

年

度

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ
※参考

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

支援開始時期

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

14 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
特殊詐欺撃退装置電話機等
購入補助事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 525  525  525  -  -

①防犯機能付き電話機等を設置することにより、特殊詐欺
等の犯罪抑止、防犯意識の高揚を図る
②防犯機能付き電話機等の購入金額の1/2または上限7千
円の補助
③事業費　525千円
［補助金］7千円×75件＝525千円
④町内の住所を有し、かつ居住者。満65歳以上の世帯。

－ － － R7.4 R7.4 R8.3 設置件数75件
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

防犯対策 広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

15 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
家庭用防犯カメラ設置費用補
助事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 2,000  2,000  2,000  -  -

①家庭用防犯カメラ設置することにより、窃盗や空き巣等の
犯罪抑止、防犯意識の高揚を図る
②家庭用防犯カメラ設置費用の1/2または上限10千円の補
助
③事業費　2,000千円
［補助金］10千円×200件＝2,000千円
④町内の住所を有し、かつ居住者。家庭用防犯カメラ設置し
た世帯

－ － － R8.1 R8.2 R8.3 設置件数200件
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

防犯対策 広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

16 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
土地改良施設管理緊急対策
支援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 875  875  875  -  -

①土地改良区が管理する農業水利施設等の電気料金の掛
かり増し経費を支援する
②町内に受益地域を有する土地改良区の電気料金高騰分
に対して1/4を補助
③事業費　875千円
［補助金］高騰額3,500千円×1/4=875千円
④4土地改良区

－ － － R8.1 R8.1 R8.3 4土地改良区4件
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

17 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
農業者肥料価格高騰対策支
援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 3,700  3,700  3,700  -  -

①物価高の影響を受ける農業従事者の支援のため、農業用
堆肥の購入費を支援する
②有機肥料（堆肥）購入補助。
堆肥生産者である加美町畜産公社と販売者であるＪＡ加美
よつば及びやくらい土産センターは消費者が半値で購入でき
るよう取引価格を調整し、値引き分を行政が支援する。
（小売価格）
個　　袋：1袋　400円→　200円（助成額　200円）
フレコン：1袋3,200円→2,200円（助成額1,000円）
ば　　ら：1袋2,600円→1,600円（助成額1,000円）
③事業費　3,700千円
［補助金］農業者肥料価格高騰対策支援事業補助金
　・個　　袋(15㎏)    200円×10,000袋＝2,000千円
　・フレコン(500㎏)1,000円×  1,400袋＝1,400千円
　・ば　　ら(500㎏)1,000円×     300袋＝  300千円
④農業者

－ － － R8.1 R8.1 R8.3 販売数量1,000トン
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

肥料等農業資材 広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

18 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
トラック運送事業者燃料価格
高騰対策支援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑩地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 7,192  7,192  7,192  -  7

①燃料代の高騰により事業経営に影響を受けているトラック
業界に対して、その継続を図り、町民の生活と経済のライフ
ラインとして地域の物流を維持する
②宮城県トラック協会の町内事業者１６社に対し、大型車（8ｔ
以上）30千円/台、中・小型車（8ｔ未満）15千円/台を助成する
③事業費　7,192千円
［補助金］　7,185千円
　・大型車（8ｔ以上）30千円×220台＝6,600千円
　・中・小型車（8ｔ未満）15千円×39台＝585千円
［事務費］　7千円
　役務費7千円
　・通信運搬費　5千円
　　郵券代　140円×16件×2回
　・手数料　2千円
　　振込手数料　110円×16件
④宮城県トラック協会の町内事業者16社
　　計259台（大型220台、中・小型39台）

－ － － R8.1 R8.1 R8.3 支給件数１６社
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

運輸交通・物流・
観光事業者

広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

19 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ エネルギー高騰対策事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

②物価高騰
に伴う低所得
者世帯・高齢
者世帯支援

 20,672  12,336  12,336  8,336  336

①物価の高騰により家計への影響を受けている住民への経
済支援
②住民税非課税世帯（2,000世帯）に、10千円を助成する
③事業費20,672千円
［給付金］20,000千円
　10千円×2,000人＝20,000千円（うち県補助8,000千円）
［事務費］ 672千円（うち県補助336千円）
　需用費　消耗品費30千円、印刷製本費150千円
　役務費　通信運搬費264千円、手数料228千円
④住民税非課税世帯 2,000世帯

－ ○ － R8.1 R8.1 R8.3 住民税非課税世帯 2,000世帯
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

20 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
社会福祉サービス事業者へ
の物価高騰対策助成金

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 17,100  17,100  17,100  -  -

①物価の高騰により家計への影響を受けている事業者（社
会福祉サービス事業者）への経済支援
②社会福祉サービス事業者への物価高騰対策助成金
○支援内容
　「施設の運営経費」→灯油、重油、ガソリン代、食材費等
○支援金
　「社会福祉事業所サービスの種類に応じて200千円～700
千円、特養施設は800千円～1,000千円
③事業費17,100千円
［補助金］17,100千円
社会福祉事業所（通所）400千円×10事業所
　〃　（通所）　　　　　　　600千円× 4事業所
　〃　（訪問）　　　　　　　700千円× 1事業所
　〃　（訪問）　　　　　　　400千円× 2事業所
　〃　（障害）　　　　　　　400千円× 6事業所
　〃　（障害）　　　　　　　300千円× 5事業所
　〃　（グループホーム） 500千円× 4事業所
　〃　（居宅介護）　　　 　300千円× 1事業所
　〃　（居宅介護）　　     200千円× 2事業所
特養施設　　　　　　　　 1,000千円× 1事業所
特養施設　　　　　　　  　 800千円× 2事業所
④町内に施設を開設している社会福祉事業所等（38事業
所）

－ － － R8.1 R8.1 R8.3 支給件数38事業所
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

介護サービス事
業所・施設等

広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

21 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 進学等支援対策助成金
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
③物価高騰
に伴う子育て
世帯支援

 2,261  2,261  2,261  -  161

①町内に在住する中学3年生を対象に、灯油助成を実施す
る
②中学3年生（210人）を対象に、1人あたり10千円を助成する
③事業費2,261千円
［補助金］2,100千円
物価高騰対策助成金（進学等支援＿灯油助成）
　10千円×210人＝2,100千円
［事務費］161千円
　需用費　消耗品費88,000円
　役務費　通信運搬費47千円、手数料26千円
④町内に在住する中学3年生（210人）

－ ○ － R8.1 R8.1 R8.1 支給件数210人
① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

灯油 広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

22 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
加美町こどもまんなか応援手
当

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
③物価高騰
に伴う子育て
世帯支援

 26,000  26,000  26,000  -  -

①R7年12月に閣議決定した「物価高対応子育て応援手当
（こども1人あたり2万円の給付金）」への10千円上乗せ給
付。食料品や光熱費などの生活必需品の値上がりが続く
中、出費がかさむ子育て世帯の経済的困窮を速やかに解消
することを目指して実施することで物価高騰による家計負担
の直接的軽減を図る
②こども1人あたり10千円を助成するための経費
③事業費26,000千円
［支援金］
　10千円×2,600人＝26,000千円
④町内の児童手当受給対象となるこども約2,600名
（R8年3月31日までに出生した町内のこども約2,600名）

－ ○ － R8.1 R8.2 R8.3
給付率100％
上乗せ給付時に実施する子育て支援アン
ケート（仮称）の回収率50％以上。

① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

23 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
学校給食用米価格高騰対策
事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

③物価高騰
に伴う子育て

世帯支援
 2,850  2,850  2,850  -  -

①米の価格高騰により、学校給食用米の「掛かり増し経費」
が大幅に増加となっていることから、値上がり分を補填し、保
護者負担に転嫁しないよう交付金を活用するもの
②物価高騰により大幅に増額した学校給食用米の「掛かり
増し経費」分について、保護者負担の増は行わず、町で支援
するための経費
③事業費2,850千円
［補助金］学校給食の米穀供給に係る掛かり増し経費
　2,850千円
④加美町立小中学校に通う、小中学生の保護者
　(職員の給食費は含まない)

－ ○ － R7.4 R7.4 R8.3 保護者への高騰分価格転嫁率0％を目指
す

① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

給食 広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

24 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
学校給食費無償化臨時特例
事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

③物価高騰
に伴う子育て

世帯支援
 4,246  4,246  4,246  -  -

①物価高騰の影響を受ける子育て世帯の支援を行うため、
加美町に住所を有する小学生の学校給食費の保護者負担
軽減を図る
②加美町に住所を有する小学生の令和７年度の学校給食
費について1月以降分を無償にするための経費
③事業費4,246千円
　需用費　賄材料費4,246千円
　5,165円（1月、2月徴収分）×822人
④加美町に住所を有する小学生の保護者
　(職員の給食費は含まない)

－ － － R8.1 R8.1 R8.2 保護者への高騰分価格転嫁率0％を目指
す

① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

給食 広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

25 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
水道事業会計繰出金（物価
高対応上水道料金免除事
業）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 58,499  58,499  58,499  -  1,817

①物価高騰の影響を受けている官公庁を除いた全世帯（全
事業者）の負担軽減のため上水道基本料金（３か月分）の減
免を実施する
②公共分（262件）を除く、上水道利用者（8,430件）の上水道
基本料金及びメーター使用料を１月から３月までの３か月分
を減免にかかる費用の繰出しをする
③事業費58,499千円
　 繰出金58,499千円
　　・上水道基本料金18,893,868円/月×3か月＝56,682千円
　　・消耗品　　 50千円
　　・封筒印刷　71千円
　　・郵券代　  796千円
　　・委託料　　900千円
　　　　　（通知発送事務委託料460千円）
　　　　　（料金システム調整委託料440千円）
④町内在住者・町内事業者等（官公庁を除く上水道使用者）

－ － － R8.1 R8.1 R8.3
公共分（262件）を除く、水道利用者（8,430
件）の水道基本料金を１月から３月までの
３か月分を減免

① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

水道事業者 広報紙、町ＨＰにて公表 R7補正（地）

26  -  -
27  -  -
28  -  -


